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   令和５年度末までに経過措置期間が終了する令和３年度介護報酬改定における 

改定事項について（周知） 

 このことについて、厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課及び  

老人保健課から連名で通知がありましたので、お知らせします。 

 令和３年度介護報酬改定において、国事務連絡に添付の別紙１に掲げる事項については、

令和５年度末（令和６年３月 31日）までに経過措置が終了する予定となっており、当該経過

措置の終了まで約６ヶ月となりましたので、その運用に御留意願います。 
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